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伊勢市の休日部活動地域移行に向けての取組     

 

【目指す姿】 

・子どもたちが自主的・主体的な参加によるスポーツ活動や文化芸術活動に楽しく

取り組める機会を確保。 

・スポーツや文化芸術に親しむ環境を整備し、継続的に体験できる環境。 

・学校の働き方改革を推進し、教育活動の質も向上。 

 

【伊勢市の取組】 

（１）令和４年度 

① 伊勢市部活動あり方準備委員会を５回開催（7/1 8/5 8/24 10/5 11/18） 

② ９月に現段階における教員の意向を把握するため、無記名による休日部活動

に参加してもらえるかの簡単なアンケートを実施。 

③ １２月に検討委員会につながる情報交換会を開き、方針を固める予定。 

④ 今年度中に中体連専門部長会での説明、児童生徒へのアンケートに実施予定。 

 

（２）令和５年度以降 

① 学識経験者や教育長らが委員となって構成される検討委員会を４月に立ち上

げ、方針を決定する。 

② 現段階として令和５年度については、全ての中学校の部活動において平日は

学校部活動として、休日は可能なところから地域部活動として取組を実施予

定。 

③ 運動部に限らず、文化部に関しても同様に進める。 

④ 地域部活動とは、具体的には拠点校方式で実施し、休日に部活動指導を希望

する教員が特勤手当をもらいながら、所属学校以外の生徒も一緒に地域の指

導者とともに指導を行う予定。 

⑤ 生徒は平日と休日を分けて部活動に登録する。 

⑥ 教員に対して意向調査を行い、種目や活動場所等具体的に拠点校を決定し、

令和５年９月より休日の部活動として、教員が指導者の主体となり、活動し

ていく。 

⑦ 令和７年度までは段階的に地域の総合型スポーツクラブやクラブチームなど

に移行していく。令和８年度以降は、教員も休日の指導に携わりたい場合は

兼業兼務の手続きを行う。 

 

（３）その他 

平日の部活動地域移行に関しては、国の提言やガイドラインが出された段階で

検討する。 

 

 

 

※休日の部活動地域移行を段階的に進め、令和８年度を目途に地域移行の完了 

を目指します。 
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令和８年度休日部活動の地域移行に向けて（令和５～８年度）伊勢市のスケジュール（案）

受け皿 生徒 指導者 施設,費用

令和
５年度

①地域部活動（拠点校方式）
　・休日に部活動指導を希望する教員が、
所属学校以外の生徒も一緒に指導する。
　・種目によって拠点校数は異なる。
②クラブチーム
③総合型地域スポーツクラブ（８）
④スポーツ少年団（40）
⑤その他の教室等団体

休日①～⑤に登録

・登録しなくてもよい
・平日の種目以外に登録し
てもよい。
・種目は同じでも平日とは
違う場所で活動してもよ
い。
※平日は学校の部活動に
登録

①拠点校で活動を希望する教員等
（活動は部活動として）
②クラブチームを立ち上げる教員等
（活動は兼職兼務）またはクラブ
チームのコーチ
※教員等とは、教職員、部活動指導
員、地域の協力者
③総合型の指導員
④スポーツ少年団コーチ
⑤その他の教室等団体の指導者

①伊勢市内中学校グラウン
ド、体育館、教室等
生徒自己負担（施設代、用
具代、消耗品費）
②③④⑤はそれぞれの活
動場所でそれぞれの会費

令和
６年度

令和５年度と同様
※国や県の指針や提言の変更に対応して
いく。

令和５年度と同様
※国や県の指針や提言の
変更に対応していく。

令和５年度と同様
※国や県の指針や提言の変更に対
応していく。

令和５年度と同様
※国や県の指針や提言の
変更に対応していく。

令和
７年度

令和６年度と同様ではあるが、
地域部活動は、総合型かクラブチームに
移行する予定のチームが望ましい。

令和６年度と同様

※国や県の指針や提言の
変更に対応していく。

①拠点校で活動しており、令和8年
度から地域移行しても指導を続けて
いく教員等（活動は部活動として）
※教員等とは、教職員、部活動指導
員、地域の協力者

令和
８年度

①地域移行により地域部活動は無し
※クラブチームや総合型等に移行
②クラブチーム
③総合型スポーツクラブ（８）
④スポーツ少年団（40）
⑤その他の教室等団体

①移行した団体で活動
②クラブチーム
③総合型スポーツクラブ
④スポーツ少年団
⑤その他の教室等団体
⑥休日は活動しない
※平日は学校の部活動に
登録

①②
クラブチームの指導者としての教員
等
（活動は兼職兼務）
※教員等とは、教職員、地域の協力
者
●部活動指導員はなくなる可能性
あり

①伊勢市内中学校グラウン
ド、体育館、教室等
生徒自己負担（報償費、施
設代、用具代、消耗品費）
②③④⑤はそれぞれの活
動場所でそれぞれの会費
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③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

市町名 協議会等の設置 構成メンバー
モデル事業の

実施
令和４年度

（現状）
令和５年度

（予定）
受け皿 指導者

中学
校数

部活
動数

課題 備考

1 桑名市

【準備委員会】
部活動あり方検
討準備委員会

・中学校校長会代
表２名（中体連担
当、文化部活動担
当）
・教職員代表
・スポーツ協会代
表
・少年団代表
・教育委員会
・生涯スポーツ課

・部活動検討準備委員会を４回実施
し、来年度検討委員会の立ち上げ
に向け、メンバーの選定、地域移行
の受け皿となりうる人材、団体など
の把握と検討を行ている。

・部活動検討委員会を実
施し、市内中学校の部活
動の状況を把握し、学校
や種目に応じた地域人材
の確保や地域移行に向
け、協議していく。
・部活動指導員を拡充。

・スポ少
・民間クラブ
・総合型

9 121 9 9
受け皿の
確保、予算

2 木曽岬町

【準備委員会】
管理職会議

設置済

・教育長
・校長
・教頭
・事務局員

・きそさきAZクラブと地域移行につ
いて検討。
・木曽岬中学校の部活動の精選を
検討（６部⇒４部：野球、男子卓球、
女子バレー、女子テニス）
・柔道部の地域移行を検討。

きそさきAZクラブへの地
域移行を予定。（４部：野
球、男子卓球、女子バ
レー、女子テニス）

・総合型 1 6 1 4

・指導者の
確保

・生徒の動
向

受益者負担が
部活動によっ
て違うことが課
題であり、一斉
に地域移行す
ることは困難。
保護者への周
知が必要。

3 いなべ市

【準備委員会】
いなべ市中学校
部活動在り方検
討委員会

８月に設置済

・ｽﾎﾟｰﾂ協会代表
・文化協会代表
・校長
・部活動担当者
・大学教授
・事務局員

・部活動の地域移行に係る提言を
各校に配布。
・県が実施を予定しているアンケー
トを活用予定。

・具体的な取組は未定。
・検討委員会で決定予
定。

・ｽﾎﾟｰﾂ協会
・文化協会

教員 4 45
指導者の
確保

部活動の地域
移行を進める
ためには、現
場の声を拾い
集めることが
重要。

4 東員町

【準備委員会】
名称未定

令和４年度内に
設置予定

・ｽﾎﾟｰﾂ協会代表
・文化協会代表
・総合型地域ｽ
ﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ代表
・事務局

協議会の設置を検討。 協議会で決定予定。
・ｳﾞｨｱﾃｨﾝ
・文化協会

2 18

費用負担

県内29市町における運動部活動の地域移行の進捗状況（令和4年10月現在）

R５移行予定

中学
校数

部活
動数

①
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③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

市町名 協議会等の設置 構成メンバー
モデル事業の

実施
令和４年度

（現状）
令和５年度

（予定）
受け皿 指導者

中学
校数

部活
動数

課題 備考

県内29市町における運動部活動の地域移行の進捗状況（令和4年10月現在）

R５移行予定

中学
校数

部活
動数

①

5 四日市市

【協議会】
四日市市部活動
在り方検討会

令和２年に設置
済

市単独で実施

・新潟県長岡市を視察。
・楠スポーツクラブと楠中４部から始
め、今後は運動部の全てと美術部
（文化部）１部を移行。
・剣道連盟が指導者を派遣し、剣道
部で拠点型をモデル的に実施。

・部活動指導員を全ての
学校に配置。
・拠点型を月１回から２回
実施。
・受け皿は各種競技団体
等

・ｽﾎﾟｰﾂ協会
・総合型

22 205 22

22
いく
つか
の種
目・
活動
が移
行予
定

・地域移行
にむけた
枠組み作
り、
・費用負担
・活動場所
・人材確保
・スポーツ
課との連
携

県からの方向
性が示されな
い中、本市独
自で進められ
ないため、周
知できておら
ず、教員、生
徒、保護者へ
の部活動地域
移行の情報提
供ができてい
ない。

6 菰野町

【協議会】
検討会議

設置済

・総合型代表
・事務局

国の事業を活
用して実施

・モデル校（元気アップ菰野）での取
組を実施。
・元気アップ菰野以外の受け皿も検
討。

・八風中学校の部活動を
元気アップ菰野への移行
を検討。
・菰野中学校の部活動を
移行。

・総合型
・ｽﾎﾟｰﾂ協会
・文化協会

・総合型の指導
者
・ｽﾎﾟｰﾂ協会の
指導者
・文化協会の指
導者

2 28 2 28
・受け皿の
確保
・費用負担

・人材不足の
ため、県から照
会してほしい。
・令和４年度の
費用負担は、
生徒の保険で
検討。

7 朝日町

【準備委員会】
部活動地域移行
検討会
９月に設置予定

・体育協会代表
・スポ少代表
・総合型代表
・教頭代表
・事務局

・９月の会議及び県の推進計画を
待ってから計画を策定。
・児童生徒・保護者対象のアンケー
トを実施（県のアンケートに合わせ
て）

検討会議で審議予定。
・民間クラブ
・スポ少

1 7
受け皿の
確保

8 川越町

【準備委員会】
検討委員会準備
委員会

７月に設置済

・中学校校長
・スポ少代表
・事務局

・スポーツ少年団の代表者の集まり
で協力を依頼。
・陸上競技は少年団への移行。

・推進計画の策定。
・バドミントン部に少年団
の指導者を派遣予定。

・ｽﾎﾟ少
・民間クラブ
・川越FAGク
ラブ（総合
型）

退職教員 1 10 1 1
指導者確
保

教員の適正な
配置の観点か
ら陸上部を無く
す予定。川越
陸上少年団の
指導者が指導
し、中学校を練
習場とする。そ
の次はバドミン
トンを少年団に
移行する予
定。

2
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③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

市町名 協議会等の設置 構成メンバー
モデル事業の

実施
令和４年度

（現状）
令和５年度

（予定）
受け皿 指導者

中学
校数

部活
動数

課題 備考

県内29市町における運動部活動の地域移行の進捗状況（令和4年10月現在）

R５移行予定

中学
校数

部活
動数

①

9 鈴鹿市

【準備委員会】
部活動の在り方
意見交換会

７月に設置済

・あり方意見交換会（第1回：7/28）
の定期的な開催。（最低３回）
・生徒、保護者のニーズや教師の意
向を県のアンケートで把握。
・受け皿として協力可能な団体の意
向調査を実施。
・中体連の理事会で提言の周知。

・協議会を設置予定
　※運営団体

・ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
・ﾊﾞｲｵﾚｯﾄｱ
ｲﾘｽ
・競技団体
・民間企業

・部活動指導員
・教員
・企業の指導者
・ｸﾗﾌﾞﾁｰﾑの指
導者

10 122

・認識不足
・受け皿の
確保
・部活動数
の適正化
・費用負担

・県として地域
移行のパター
ンを示す等、方
向性を示して
欲しい。
・コーディネー
ターを市長部
局において欲
しい。
小学校教員へ
兼業のアン
ケートを実施し
て欲しい。

10 亀山市

【準備委員会】
名称なし

９月に設置済

・校長
・３中学校の校長への意見交換。
・各専門部の部長の意見聴取。

・わくわくク
ラブ

部活動指導員 3 34
受け皿の
確保

11 津市

【準備委員会】
津市部活動のあ
り方に関する打
ち合わせ会

８月に設置済

・中体連代表
・有識者
・事務局

・準備委員会を実施。（３～４回）。
・津市独自のアンケート調査を実施
予定。

協議会を設置予定。 21 171

・大会参加
・指導者の
確保
・受け皿の
確保
・スポーツ
課との連
携

12 松阪市

【準備委員会】
未設置

設置時期未定

市としての動きを一時的に停止。
・各校に担当者を配置。（２名）
・校長会で説明した内容を各校の教
員に周知。
・受け皿は各校区の保護者や地域
の人材を予定。

受け皿として、コミュニ
ティースクール（飯高中）
で地域の人を交えて協議
を予定。
各中学校区での地域移
行、各種目、拠点校など
学校の実態に応じて、
様々な形式を検討。

・ｽﾎﾟｰﾂ協会
・ｺﾐｭﾆﾃｨｰ
　ｽｸｰﾙ

教職員 11 111
地域移行
の進捗状
況

13 多気町

【準備委員会】
名称未定

本年度中に設置
予定

１０月に検討会議を実施予定
参加者：教委事務局（学校教育担
当・スポーツ担当）、各学校の代表、
スポーツ協会

・ｽﾎﾟｰﾂ協会 2 19
事務局の
人材不足

14 明和町

【準備委員会】
名称未定

設置時期未定

協議会の設置を検討。
中学校の現状確認、情報共有
体育協会やスポーツ少年団等、受
け皿となり得る団体との協議。

協議会を設置。
・スポ少
・ｽﾎﾟｰﾂ協会

1 15 費用負担

2
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③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

市町名 協議会等の設置 構成メンバー
モデル事業の

実施
令和４年度

（現状）
令和５年度

（予定）
受け皿 指導者

中学
校数

部活
動数

課題 備考

県内29市町における運動部活動の地域移行の進捗状況（令和4年10月現在）

R５移行予定

中学
校数

部活
動数

①

15 大台町

【準備委員会】
名称未定

今年度内に設置
予定

国の事業を活
用して実施

協議会を設置。 2 13

16 伊勢市

【協議会】
伊勢市部活動あ
り方検討委員会

今年度中に設置
予定

・教育長
・教育部長
・校長会会長
・中体連会長
・学識経験者
・文化芸術担当
校長
・組合関係者
・ＰＴＡ関係者
・ｽﾎﾟｰﾂ協会代表
・総合型代表
・スポ少代表

・準備委員会を７月より３回実施
・９月に教員を対象としたアンケート
を実施。
・今年度中に具体的な調査を実施。

令和５年度以降について
は、全ての学校・部活動
（文化部を含む）において
平日は学校部活動とし
て、休日は可能なところ
から地域部活動として取
組を実施予定。
具体的には、拠点校方式
で実施し、教員が特勤手
当をもらいながら、地域の
指導者とともに指導を行う
予定。
９月からの実施を考えて
いる。

・総合型
・スポ少

・教員
・総合型の指導
者
・スポ少ﾑの指
導者

10 89 10 82
指導者の
確保

17 玉城町

【準備委員会】
未設置

令和４年度設置
予定

・事務局
・受け皿の団体

・現在、野球やバレーボールは保護
者が立ち上げたクラブチーム、バド
ミントンや剣道はスポーツ少年団に
て休日活動を実施。
・１０月に事務局と受け皿の団体で
話し合いの場を設ける

・ｸﾗﾌﾞﾁｰﾑ
・スポ少

・ｸﾗﾌﾞﾁｰﾑの指
導者
・スポ少の指導
者

1 8 1 5
指導者の
確保

18 南伊勢町

【準備委員会】
未設置

設置時期未定

８月に教育委員会と学校で現状確
認。

・スポ少
・スポ少の指導
者

2 15
受け皿の
確保

19 大紀町

【準備委員会】
設置予定

設置時期未定

【調整中】
・教育長
・学校長
・事務局

令和４年９月より、剣道、バレーボー
ル、卓球はスポーツ少年団への移
行を検討。

・生徒・保護者に周知
・１０月から、月に１回地
域移行（５名の指導で検
討

・スポ少
・ｽﾎﾟｰﾂ協会

2 11 2 3 費用負担

20 度会町

【準備委員会】
設置予定

令和４年度内

・９月に教員へヒアリングを実施。
これを受けて学校長と話し合いを実
施。
・年度内に準備委員会の設置を検
討。

・総合型
・ｽﾎﾟｰﾂ協会
・スポ少

1 7

・受け皿の
確保
・指導者の
確保

2
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③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

市町名 協議会等の設置 構成メンバー
モデル事業の

実施
令和４年度

（現状）
令和５年度

（予定）
受け皿 指導者

中学
校数

部活
動数

課題 備考

県内29市町における運動部活動の地域移行の進捗状況（令和4年10月現在）

R５移行予定

中学
校数

部活
動数

①

21 鳥羽市

【準備委員会】
鳥羽市部活動検
討委員会

１０月に設置予
定

・教育長
・校長
・教諭代表
・ＰＴＡ代表
・スポ少代表
・総合型代表
・事務局
・学校教育課

・総合型地域スポーツクラブ、ス
ポーツ少年団、スポーツ協会に対
し、地域クラブとしての受け入れる
かの調査を実施。
・教員を対象としたアンケートを実
施。
・今後はより詳細な調査を行い、地
域部活動の指導を希望する教員の
把握に努める予定。

具体的な取組は未定であ
り、検討委員会で決定し
ていく。

・総合型
・スポ少
・ｽﾎﾟｰﾂ協会

総合型、スポ
少、スポーツ協
会の指導者

4 25

・指導者の
確保、謝金
・ケガの対
応、保険
・保護者の
費用負担

22 志摩市

【準備委員会】
名称なし

設置済

・総合型代表
・中体連代表
・事務局

・令和５年度に市内の３つの中学校
のサッカー部をCLUB SHIMA（総合
型地域スポーツクラブ）への移行に
向け、総合型地域スポーツクラブの
関係者、教員を対象としたアンケー
トを実施。
・９月下旬の校長を対象としたアン
ケート、１０月の保護者を対象として
アンケートを経て、１２月に調査を実
施。

・令和６年度に陸上競技
部とバレーボール部、令
和７年度に野球を含むそ
の他の競技の地域移行を
考えているが、具体的な
実施校数や実施部活動
数は未定である。

・総合型

・総合型の指導
者
・ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞの
関係者
・教員

6 37 3 3
生徒送迎
に係る費
用負担

令和６年度は
陸上部とバ
レーボール部、
令和７年度は
野球を含む他
の競技の地域
移行を考えて
いるが、実施
校数や実施部
活動数は現時
点では未定。

23 伊賀市

【準備委員会】
名称未定

１０月に設置予
定

【調整中】
・ｽﾎﾟｰﾂ協会代表
・総合型地域ｽ
ﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ代表
・スポーツ少年団
代表
・事務局

国の事業を活
用して実施

・モデル校（陸上・バレーボールス
ポーツ団体）での取組を実施。１０月
に準備委員会を設置し、地域移行
について検討していく。
・校長会で情報を共有。教職員を含
めた学校の意向を調査中。

・モデル校以外の地域移
行可能なところで移行で
きるよう検討する。
・具体的な内容は、準備
委員会（協議会？）で検
討していく。

・総合型
・スポ少
・スポーツ協
会

・競技団体
・教員

10 68 2 2

コーディ
ネータ（事
務局）の設
置

・準備委員会
ではなく、説明
会を実施し、ス
ポーツ関係者
に周知する可
能性も視野に
進めている。
・部活動数68
は文化部を含
む。男女ともに
設置している
部は1としてカ
ウント。

2
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③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

市町名 協議会等の設置 構成メンバー
モデル事業の

実施
令和４年度

（現状）
令和５年度

（予定）
受け皿 指導者

中学
校数

部活
動数

課題 備考

県内29市町における運動部活動の地域移行の進捗状況（令和4年10月現在）

R５移行予定

中学
校数

部活
動数

①

24 名張市

【準備委員会】
①部活動の地域
に係るあり方検
討委員会事務局
会議
設置済
②部活動の地域
に係るあり方検
討委員会
今秋設置予定

①
・事務局
②
・事務局
・地域総合型ス
ポーツクラブ代表
・文化組織代表
・校長会代表
・教職員代表
・保護者代表

国の事業を活
用して実施
（文化部）

・桔梗が丘中学校をモデル校とし
て、パソコン部と茶道部で事業を展
開。

・未定
・国事業はＲ４迄のため、
部活動指導員の活用へ
移行の検討。

・総合型
・競技団体

5 55
・受け皿の
確保
・移動手段

・桔梗が丘中
学校のパソコ
ン部と茶道部
でモデル事業
の取組を令和
５年度にどのよ
うに移行してい
くかを検討。

25 尾鷲市

【準備委員会】
部活動指導員検
討組織

令和３年１月に
設置

・事務局
・学校長
・令和５年度はＰ
ＴＡも検討

・受け皿の要請、確認。
・部活動指導員を地域移行に繋げ
ることを検討。

・受け皿の要請、確認。
・活動指導員を地域移行
に繋げることを検討。

・スポ少
・スポ少の指導
者

2 17
受け皿の
確保、指導
者の確保

26 紀北町

【準備委員会】
9月設置済
【協議会】
令和５年度設置
予定

・校長会代表・中
体連代表・体育
協会代表・ス
ポーツ少年団代
表・文化協会代
表・町教委

・協議会の準備
・残すべきクラブの方向性、絞り込
み ・各団体を回り、部活動指

導員を地域移行につなげ
ることを検討。

・協会等 部活動指導員 4 13 2 3
受け皿の
確保、指導
者の確保

27 熊野市

【準備委員会】
準備会

８月に設置済

・校長
・教諭代表
・事務局

・中学校の管理職、教員に対し、部
活動を地域に移行した際の課題調
査。
・今後、教員への意思確認を検討

・総合型
・スポ少

教員
部活動指導員

5 19
生徒引率
に係る費
用負担

28 御浜町

【準備委員会】
未設置

令和４年度内に
設置予定

・学校代表
・総合型代表
・スポーツ協会代表
・スポ少代表
・スポーツ推進委員
　　　　　　　など

・協議会設置の準備
・総合型
・スポ少
・スポーツ協会

ｽﾎﾟ少の指導者 3 17
受け皿の
確保

29 紀宝町

【準備委員会】
未設置

１０月に設置予
定

・校長
・体育協会代表
・スポ少代表

検討会議を設置。
・スポ少
・体育協会
・総合型

・スポ少の指導
者
・体育協会関係
者
・総合型スポー
ツクラブ関係者

2 15

・費用負担
・指導者の
確保
・受け皿の
確保

計 149 1,321 55 140

2
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質　　問 回　　答

1
部活動の地域移行については、以
前から話題になっていましたが、
なぜ令和８年度からなのですか。

令和４年６月６日に「運動部活動の地域移行に関する検討会議」よりスポーツ庁長官宛てに提言が手交されました。提言の内容に
は、改革の方向性として、「まずは休日の運動部活動から段階的に地域移行していくことを基本とする」とされており、休日の部
活動の段階的な地域移行について、令和５年度から３年間を運動部活動の改革集中期間として位置づけることが示されています。
また文化部活動についても、文化庁の有識者会議「文化部活動の地域移行に関する検討会議」が令和４年８月９日にまとめた提言
にて、同様の内容が示されています。
これらを受け、伊勢市としましても、市内公立中学校における「休日の部活動の地域移行」を段階的に進め、令和８年度を目途に
地域移行の完了を目指します。

2
令和８年度までに休日の部活動の
地域移行は完了するのですか。

地域における活動の受け皿となる団体確保の状況により、完了できない場合もあります。受け皿となる団体等が確保できない場合
は、当面、拠点校方式による合同部活動の実施等により、教員の負担を軽減しつつ、生徒の活動機会を確保することも考えられま
す。

3
なぜ休日だけで、平日部活動の地
域移行はしないのですか。

地域移行についての「提言」において、「まずは休日の部活動から段階的に地域移行していくことを基本とする」とされており、
平日の部活動の地域移行については、休日の地域移行の進捗状況等を検証し、さらなる改革を推進する流れになります。

4
段階的な地域移行とありますが、
その「段階」はいつ示されます
か。

伊勢市においては有識者を含めた「検討委員会」を来年度設置する予定です。（現在は「準備委員会」として、その下準備を進め
ています）
検討委員会後、令和８年度に向けて、中学校への説明、教員対象の意向調査、生徒保護者に向けた休日活動の周知や団体の紹介等
を予定しています。
検討委員会設置後に段階的な地域移行の具体的なイメージをお示しする予定です。

5
いつから休日の部活動指導はしな
くてもよいのですか。

今後の伊勢市の休日の活動の受け皿確保や、各校の部活動のあり方の状況など、進捗状況等を検証し、休日の部活動指導について
の方向性が固まってくると思います。

「部活動の地域移行」に係るアンケートにおける主な質問と回答

(

A

)

地
域
移
行
に
つ
い
て
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

A

)

地
域
移
行
に
つ
い
て
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6
地域移行後の指導者は、結局教員
が行うのですか。

希望する教員だけになります。
地域移行後の活動の受け皿として、地域の活動団体（例えば、総合型スポーツクラブ、スポーツ少年団、競技団体、クラブチーム
等）に加え、希望する教員が指導者として所属する活動団体も想定しています。

7
平日と休日で指導者が異なること
で、指導が難しくなりませんか。

それぞれの活動の目的や指導者の意向により、指導方針や指導は異なることもあると思います。指導者同士で交流を図るなど連携
を取ることも重要となりますが、それが業務負担にならないように、今後の検討課題だと考えます。

8

地域移行によって、生徒が加入で
きる活動の幅が狭まったり、指導
の質が低下したりはしないでしょ
うか。

受け皿となる団体（指導者）の質・量の確保は部活動の地域移行の課題の１つとなっています。現段階としては、受入れ団体の確
保に向けて、各団体との情報共有や教員向けのアンケートなどを進めています。

9
全ての部活動が一斉に地域移行と
なるのでしょうか。

受け皿となる活動団体の確保や各中学校における部活動のあり方の状況により、一斉に移行することは難しいと思われます。その
ため、それらを確認しながら、可能な部活動、可能な学校から、段階的な移行になると考えられます。

10
活動によっては、指導者が見つか
りにくいことはないでしょうか。

今後、連盟・協会とも連携しながら、受け皿確保に向けて取り組んでいきます。

11
吹奏楽を学校以外の場所で行う場
合、楽器をどのように運搬すれば
よいでしょうか。

吹奏楽以外の活動においても、現在は部活動として学校備品を使用しているため、活動場所や備品、また運搬方法については、今
後の検討課題になります。

12

部活動には、技術的な指導だけで
なく、教育的な指導も含まれてい
ますが、地域移行後のそのあたり
については大丈夫でしょうか。

生徒の指導に当たる指導者については、指導者資格の取得や研修の実施を促進する必要があると考えられています。

(

A

)

地
域
移
行
に
つ
い
て
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

A

)

地
域
移
行
に
つ
い
て
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1
中体連との連携はどうなっていま
すか。

（公財）全国中学校体育連盟より、「全国中学校体育大会への地域スポーツ団体等の参加資格について」が示され、令和５年度か
ら中体連に登録することで、地域のスポーツ団体等も大会に参加することが可能となりました。また三重県の中体連より今後方針
が示される予定です。

2 大会等の引率はどうなりますか。
中体連主催の大会と協会・連盟等主催の大会とでは異なるかもしれませんが、大会が休日に開催される場合は、生徒が所属する休
日の活動団体の指導者が引率することになると考えられます。

3
大会運営に係る教員の負担は減り
ますか。

部活動の地域移行に伴い、大会の参加団体等も学校以外の団体に切り替わっていきます。大会に参加する条件として、運営の参画
を求められる場合は、大会に参加する団体等が行うことになると考えられます。結果、地域移行が進めば、必然的に教員の負担は
減ると考えられます。

4
平日は学校、休日は地域団体に所
属する生徒は、大会にはどちらの
所属で参加するのですか。

生徒自身が決めることになります。

1
平日の指導者と休日の指導者が違
うと、生徒は混乱しないでしょう
か。

それぞれの活動の目的や指導者の意向により、指導方針や指導は異なることもあると思います。指導者同士で交流を図るなど連携
を取ることで、生徒の混乱を防ぐことは重要だと考えます。

2
生徒は、休日の活動に参加しない
選択肢はあるのでしょうか。

生徒が休日活動のどの団体にも所属しないことも可能です。。

3
生徒間のトラブルがあった場合の
指導はどのように行いますか。

現在も民間のクラブチーム等においては、複数校の生徒が在籍しており、その中でのトラブル等については、基本的にチーム内で
対応いただいていると思います。しかし、今後地域移行が本格化する中で、受入れ団体と行政や学校との情報共有やトラブル等の
責任の所在について、明確化する必要があると考えます。（提言P.17記載）

4
家庭の経済力によって、活動への
参加が制限されてしまわないで
しょうか。

経済的に困窮する世帯の生徒が活動に参加できなくならないよう、国、県、市町による参加費用負担への支援が計画されていま
す。

1
土日の練習回数や１日の練習時間
が増え、生徒の負担が大きくなら
ないでしょうか。

地域移行後も部活動ガイドラインの遵守を強く要請していくことにより、活動時間の適正化等を図る必要があります。また休日と
平日における休養日の設定など、学校と各団体とで連携を図ることや、生徒自身が休養日を設定できる環境の整備を進めていく必
要があります。

2
地域移行することで、勝利至上主
義に拍車はかからないでしょう
か。

部活動の地域移行の目的として、生徒の多様な志向（競技志向やレクリエーション志向など）に合った活動を通して、スポーツや
文化活動に親しむことができる機会を確保することが挙げられます。
生徒の指導に当たる指導者については、これらの目的を周知するとともに、指導者資格の取得や研修の実施を促進する必要がある
と考えられています。

(

B

)

大
会
等
に
つ
い
て

(

C

)

生
徒
に
つ
い
て

(

D

)

地
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3
活動場所として、学校は利用でき
ますか。

学校体育施設利用として、各施設の管理者へ申請していただき、利用の可否を確認することになると思います。

4
施設利用の減免措置や補助金はあ
りますか。

国のガイドラインを受けて、今後検討されていく事項となります。

1
休日の活動は自分の専門の活動を
選ぶことができますか。

活動に協力・参加すること自体が任意となりますので、ご自身で活動を選ぶことになります。

2
給与や引率旅費は誰が負担します
か。

休日の活動の活動費については、部活動ではありませんので、受益者負担として参加する生徒（家庭）が負担することになりま
す。それを元に、指導者への給与、引率旅費を賄うことになります。

3
教員が協力する場合は、特勤手当
てが引き続き支給されるのです
か。

移行期間中の、例えば、拠点校方式による合同部活動であれば、「部活動」としての位置づけのため、特勤手当ての支給対象にな
ると考えられます。しかし、地域の活動団体については、部活動ではなく、参加する教員も兼職兼業という立場ですので、特勤手
当ては支給されません。その代わりに保護者から徴収した費用から、給与や旅費を受け取ることになります。

4
教員が休日の活動団体から給与を
受けてもよいのですか。

「兼職兼業」の手続きが必要になります。部活動の地域移行に向けて、その体制整備も進められています。

5

外部指導者として教員が登録する
ことで，「時間外勤務」の削減を
するのであれば、実態は何も変わ
らないのではないですか。

地域移行後の教員の活動への参加（指導）は、兼職兼業として希望する教員のみが行うことになります。教員としての勤務ではな
くなります。

6
保険や補償についてはどうなりま
すか。

部活動ではないため、参加する団体にて、怪我等を補償する保険や個人賠償責任保険に、自身や活動する生徒が加入する必要があ
ります。

7

現在の在籍校で指導している部活
動を、休日も指導できるように、
自分が指導者となり、活動団体を
立ち上げることは可能ですか。

団体設立に向けた諸々の手続きや準備（兼職兼業や生徒受入れに係る手続き、給与・補償・保険の整備等）を行っていただければ
可能と考えます。しかし、人事異動に伴い、在籍校が変わった場合のその後の活動のことを含め、自身の居住地域での設立と比較
してみる必要もあると思います。

8

指導は続けたいですが、自身で全
て請け負うことはかなりの負担に
なると思います。サポート体制は
どのようになっていますか。

現在、活動の受け皿となりうる団体の候補として、総合型地域スポーツクラブやスポーツ少年団、各種競技団体等を想定していま
す。そのような団体と連携するのも一つの方法だと考えます。
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【運動部】

陸上 バレーボール ソフトテニス 野球 バスケット 卓球 サッカー バドミントン 剣道 ソフトボール バトン

倉田山 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

厚生 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

港 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

城田 〇 〇 〇 〇

五十鈴 〇 〇 〇 〇 〇 〇

二見 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

小俣 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

御薗 〇 × 〇 〇 〇 〇

伊勢宮川 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

桜浜 〇 〇 〇 〇 〇

合計 10 9 10 9 7 7 6 5 2 2 1

【文化部】

美術 吹奏楽 合唱 総合文化 家庭 パソコン 華道 音楽 ものづくり ＪＲＣ

倉田山 〇 〇文化総合

厚生 〇 〇 〇

港 〇

城田 〇 〇 〇

五十鈴 〇 〇総合文化

二見 〇 〇

小俣 〇 〇 〇 〇

御薗

伊勢宮川 〇 〇

桜浜 〇 〇

合計 5 5 3 2 1 1 1 1 1 1

令和4年度伊勢市部活動設置
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